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対処すべき課題

事業報告
対処すべき課題

(1) 市場環境の変化と全体像
　雇用の流動化やはたらき方・はたらく価値観の多様化など、個人のパワーシ
フトを背景に、個人が自らのキャリアを主体的に描き、仕事だけでなく人生も
キャリアの一部と捉えたうえで、はたらくことを通じてその人自身が感じる幸
せ“はたらくWell-being”を求める時代へと変化しております。また、生成AI、
業務のリモート化、自動化・省人化、データによる分析・最適化などの急速な
テクノロジーの進化により、人とテクノロジーの共創による経営進化が求めら
れる時代となっております。
　当社は、グループビジョン「はたらいて、笑おう。」を掲げ、多様なはたら
き方や学びの機会の提供を通じて、一人ひとりの選択肢を広げ、はたらく自由
を広げることで、個人と社会の幸せを広げる「“はたらくWell-being”創造カン
パニー」となることを目指します。さらに、これらの社会変化や多様化する個
人のニーズに応えるため、当社は「人」による介在価値を重視しつつ、プロダ
クトとデジタル化で非連続な成長を実現する「テクノロジードリブンの人材サ
ービス企業」へ進化することを、経営の方向性として定めました。
　「はたらく」に関するさまざまな事業・サービス、多様な人的資本を強みと
し、未来に向けた価値創出に取り組むことで、新たな価値創造ゴール「人の可
能性を広げることで、2030年に100万人のより良い“はたらく機会”を創出す
る」ことを目指してまいります。

(2) 価値創造ゴール
　当社は、「人の可能性を広げることで、2030年に100万人のより良い“はた
らく機会”を創出する」ことを価値創造ゴールとして設定しております。「多
様なはたらき方の提供」や「学びの機会の提供」により、「パーソルグループ
中期経営計画2026（2024年３月期～2026年３月期）」では50万人、2030
年には100万人のより良い“はたらく機会”の創出を目指します。
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対処すべき課題

(3) マテリアリティの取り組み
　当社は、2030年に向けた「パーソルグループ中期経営計画2026」で、
「事業を通じた社会課題の解決」「持続的成長を実現するための基盤」に区分
し、以下８つのマテリアリティを特定し、それぞれ取り組みを進めます。
＜事業を通じた社会課題の解決＞
①はたらく機会の創出：

　「人と組織を結ぶチカラ」「人を集めるチカラ」「業務をデザインするチ
カラ」を通じて、はたらく人の可能性を広げ、2030年に100万人のより良
い“はたらく機会”を創出する

②多様なはたらき方の提供：
　フレキシブルなはたらき方や雇用のあり方を提案・提供することで、個人
のニーズに見合うはたらき方の実現に貢献する

③学びの機会の提供：
　就業、リスキリングやアップスキリングにつながる学びの機会を提供する
ことで、はたらく人の選択肢を広げ、個人のキャリアの可能性を最大化する

④企業の生産性向上：
　生産性向上に資するサービスを提供することで、企業活動の効率化、労働
力不足の解消に貢献する

＜持続的成長を実現するための基盤＞
⑤多様な人材の活躍：

　多様性を活かす企業文化の醸成、環境の整備を通じて、グループビジョン
を実現する

⑥データガバナンスの強化：
　パーソナルデータの利活用に関する当社グループ共通の方針・ルールの策
定や管理・保護体制の整備を行い、さらなる強化を図ることで、ユーザーの
利用環境を整えるとともに信頼を確保する

⑦人権の尊重：
　責任ある企業として国際規範に沿った取り組みを推進することで、人権へ
の負の影響を軽減するとともに、社員を含むすべてのステークホルダーの信
頼を獲得する

⑧気候変動への対応：
　カーボンニュートラルに取り組むとともに、環境関連（GX: Green 
Transformation）人材サービスなどを通じて脱炭素社会の実現に貢献する
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対処すべき課題

成長性 調整後EBITDA 年平均成長率は10％超

効率性 ROIC 15％以上
ROE 20％以上

健全性 Net Debt/Equity １倍以内
Net Debt/EBITDA ２倍以内

(４) 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応
　当社は、「グループ中期経営計画2026」において、企業価値の向上を図る
ため、財務戦略を「主要な財務戦略指標」「キャッシュアロケーション」「株
主還元」の３つに分け、それぞれ達成すべき目標を明確にしております。

＜主要な財務戦略指標＞

それぞれの指標についての実績及び予想は下記のとおりです。
・成長性指標

　調整後EBITDAは、「グループ中期経営計画2026」における３カ年の年
平均成長率10％超の目標は未達成の見込みですが、2026年３月期の成長率
は10.4%と、単年度では10％を超える成長を計画しております。

・効率性指標
　当社は、取締役会において資本コスト及び資本効率性のモニタリングなど
を継続して実施しており、現在の資本コストを約８％と認識しております。
2025年３月期のROIC実績は資本コストを大きく上回る16.6％であり、
2026年３月期はさらに高い約18％と、「グループ中期経営計画2026」の
３カ年において、継続して目標である15%を超える見込みです。今後も中長
期的に「ROIC－資本コスト」（ROICスプレッド）を拡大することに努める
とともに、資本コストの低減に向けた取り組みを行ってまいります。
　ROEにつきましては、2025年３月期までは目標未達成でありましたが、
2026年３月期は約20%と、目標を達成する見込みです。
　なお、当社では、資本効率性の向上を役員報酬制度の指標の一つとして既
に導入しております。
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対処すべき課題
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（参考）
ROIC及びROEの推移グラフ

ROIC ＝ 税引後営業利益 ÷ 投下資本（資本合計＋有利子負債（リース除
く））の期首・期末平均
（2024年３月期）
　税引後営業利益　361億円
　投下資本の期首・期末平均　2,386億円（資本合計1,959億円＋有利子負
債（リース除く）427億円）
（2025年３月期）
　税引後営業利益　398億円
　投下資本の期首・期末平均　2,395億円（資本合計2,073億円＋有利子負
債（リース除く）322億円）

ROE ＝ 親会社の所有者に帰属する当期利益 ÷ 親会社の所有者に帰属する
持分の期首・期末平均
（2024年３月期）
　親会社の所有者に帰属する当期利益　299億円
　親会社の所有者に帰属する持分の期首・期末平均　1,810億円
（2025年３月期）
　親会社の所有者に帰属する当期利益　358億円
　親会社の所有者に帰属する持分の期首・期末平均　1,909億円

・健全性指標
　Net Debt/Equity、Net Debt/EBITDAはそれぞれ「グループ中期経営計
画2026」の目標である１倍以内、２倍以内を恒常的に達成しております。
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対処すべき課題

＜キャッシュアロケーション＞
　「グループ中期経営計画2026」における３カ年合計の税引後の調整後
EBITDA2,000億円は未達成となる見込みであるものの、成長投資と株主還元
については、それぞれ750億円の当初想定に対し、概ね計画通りのアロケーシ
ョンを予定しております。

＜株主還元＞
　当社は、株主還元を重視しており、「グループ中期経営計画2026」におい
ては調整後EPSに対して配当性向を約50％にすることを定めております。各連
結会計年度の調整後EPSに対する配当性向は以下のとおりです。
　2024年３月期　50.5%
　2025年３月期　51.4%
　2026年３月期　54.0%（予想）
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主要な営業所、従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

会社名 住　所
パーソルテンプスタッフ㈱ 東京都渋谷区
パーソルビジネスプロセスデザイン㈱ 東京都江東区
パーソルクロステクノロジー㈱ 東京都新宿区
パーソルキャリア㈱ 東京都港区
パーソルデジタルベンチャーズ㈱ 東京都港区
PERSOL Asia Pacific Pte. Ltd. Battery Road, Singapore

主要な営業所（2025年3月31日現在）

(1) 当社の主要な営業所
　本　　　店 東京都渋谷区代々木二丁目1番1号
　本社事業所 東京都港区南青山一丁目15番5号

(2) 子会社の主要な営業所

従業員の状況（2025年3月31日現在）

セグメントの名称 従業員数
Staffing SBU 32,793 (1,983)
BPO SBU 10,391 (1,645)
Technology SBU 9,418 (329)
Career SBU 5,852 (1,196)
Asia Pacific SBU 8,333 (303)
全社及びその他の事業 4,783 (1,092)

合　計 71,570 (6,549)
（注）従業員数は就業員数（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む。）であり、臨時雇用者数（契約社員、派遣社員）は、（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。

主要な借入先の状況（2025年3月31日現在）
当連結会計年度末において、借入額が総額20,000百万円あります。これらの借入先

は、㈱三菱UFJ銀行、㈱三井住友銀行及び㈱みずほ銀行であります。

その他企業集団の現況に関する重要な事項
記載すべき事項はありません。
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会社の株式に関する事項

会社の株式に関する事項（2025年3月31日現在）

1. 発行可能株式総数 7,200,000,000株

2. 発行済株式の総数 2,278,437,810株

3. 株主数 40,065名

株主名 持株数 持株比率
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 326,038,200株 14.54％
篠原欣子 263,316,000 11.74
㈱日本カストディ銀行（信託口） 160,169,000 7.14
一般財団法人篠原欣子記念財団 158,000,000 7.04
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 58,274,302 2.59
CEP LUX-ORBIS SICAV 57,792,000 2.57
JP MORGAN CHASE BANK 385864 51,731,400 2.30
JP MORGAN CHASE BANK 385632 45,882,968 2.04
野村信託銀行㈱（投信口） 35,652,500 1.59
MLPFS CUSTODY ACCOUNT 33,369,310 1.48

取締役
（監査等委員である取締役
及び社外取締役を除く）

社外取締役
（監査等委員である取締役を

除く）
監査等委員である取締役

株式数 ー 43,070株 ー
交付対象者数 ー 1名 ー

4. 大株主

（注）1. 持株比率は自己株式36,768,595株を除外して計算しております。
2. 当社は、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託を導入しております。当該信託の信託財産として日本マスタートラ

スト信託銀行㈱の役員報酬BIP信託口及び株式付与ESOP信託口が保有する当社株式23,113,557株は、上記の自己株
式に含めておりません。

5. その他株式に関する重要な事項
記載すべき事項はありません。

6. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

上記表中の株式数は、役員報酬BIP信託における退任取締役に対する交付株式数であります。当社の株式報酬制度において
は、株式交付規程に基づき、一定の割合につき信託内で換価したうえで、換価処分金相当額の金銭を給付しておりますが、
上記表中の株式数には、換価処分により金銭の給付を行った株式分についても含まれております。
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会社の株式に関する事項

会社役員に関する事項
1．責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く。）は、会社法第427条第1項の規
定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役（業務執行取締役等である者を除
く。）が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、100万円と会社法第
425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

2．補償契約の内容の概要
当社は、取締役である水田正道氏、和田孝雄氏、山内雅喜氏、吉澤和弘氏、Debra 

A. Hazelton氏、村林聡氏、林大介氏、榎本知佐氏及び友田和彦氏との間で、会社法第
430条の2第1項に規定する同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲
内において当社が補償することを内容とする補償契約を締結しております。

3．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及びパーソルグループ子会社の取締役、監査役、執行役員及び子会社の

設立国の法律によりこれらの者と同様の地位にある者を被保険者とする会社法第430条
の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
保険料は会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該
保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、また
は、当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害につい
て、填補することとされております。ただし、法令違反の行為のあることを認識して行
った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
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社外役員に関する事項

区　分 氏　名 重要な兼職先と当社との関係

社外取締役

やま
山

 

 
 

 
うち
内

 

 
 

 
まさ
雅

 

 
 

 
き
喜 当社と同氏の兼職先とは、特別の関係はありません。

よし
吉

 

 
 

 
ざわ
澤

 

 
 

 
かず
和

 

 
 

 
ひろ
弘 当社と同氏の兼職先とは、特別の関係はありません。

デ ボ ラ ・
Debra A. 

ヘ ー ゼ ル ト ン
Hazelton 当社と同氏の兼職先とは、特別の関係はありません。

むら
村

 

 
 

 
ばやし
林

 

 
 

 
 

  
さとし
聡 当社と同氏の兼職先とは、特別の関係はありません。

社外取締役
（監査等委員）

えの
榎

 

 
 

 
もと
本

 

 
 

 
ち
知

 

 
 

 
さ
佐 当社と同氏の兼職先とは、特別の関係はありません。

とも
友

 

 
 

 
だ
田

 

 
 

 
かず
和

 

 
 

 
ひこ
彦 当社と同氏の兼職先とは、特別の関係はありません。

社外役員に関する事項
(1) 重要な兼職先と当社との関係
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社外役員に関する事項

区　分 氏　名 取締役会
出席状況

監査等
委員会

出席状況

指名・報酬
委員会

出席状況

コーポレート
ガバナンス

委員会
出席状況

発言状況及び果たすことが期待される
役割に関して行った職務の概要

社外取締役

やま
山

 

 
 

 
うち
内

 

 
 

 
まさ
雅

 

 
 

 
き
喜

13／13
回

(100％)
― 9／9回

(100％)
6／6回
(100％)

取締役会その他重要会議に出席し、主に企業
経営者としての豊富な知識や経験に基づき、
グループ全体を見据えた国内外における成長
戦略や経営課題への言及等、総合的見地から
適宜発言をしました。また、コーポレートガ
バナンス委員会委員長として同委員会活動を
牽引するとともに、筆頭独立社外取締役及び
指名・報酬委員会委員を務めました。

よし
吉

 

 
 

 
ざわ
澤

 

 
 

 
かず
和

 

 
 

 
ひろ
弘

13／13
回

(100％)
― 9／9回

(100％)
6／6回
(100％)

取締役会その他重要会議に出席し、主に企業
経営者としての豊富な知識や経験に基づき、
グループ全体を見据えた経営資源の配分やス
テークホルダーとの対話方針等、総合的見地
から適宜発言をしました。また、指名・報酬
委員会委員長として同委員会活動を牽引する
とともに、コーポレートガバナンス委員会委
員を務めました。

デ ボ ラ ・
Debra A. 

ヘ ー ゼ ル ト ン
Hazelton

13／13
回

(100％)
― ― 5／6回

(83％)

取締役会その他重要会議に出席し、主に海外
における企業経営者としての豊富な知識や経
験に基づき、グループ全体の資本政策や人
材・組織開発等、総合的見地から適宜発言を
しました。また、コーポレートガバナンス委
員会委員を務めました。

むら
村

 

 
 

 
ばやし
林

 

 
 

 
 

 
 

 
さとし
聡

10／10
回

(100％)
― 7／7回

(100％) ―

取締役会その他重要会議に出席し、主に企業
経営者としての豊富な知識や経験に基づき、
グループ全体を見据えたテクノロジー戦略や
財務会計の課題提起等、総合的見地から適宜
発言をしました。また、指名・報酬委員会委
員を務めました。

社外取締役
（監査等委員）

えの
榎

 

 
 

 
もと
本

 

 
 

 
ち
知

 

 
 

 
さ
佐

13／13
回

(100％)

19／19
回

(100％)
― ―

取締役会その他重要会議に出席し、主に当社
のブランド価値とレピュテーション向上を中
心に、広報戦略の豊富な知識や経験に基づく
総合的見地から取締役会及び監査等委員会で
適宜発言をしました。また、監査等委員会委
員を務めました。

とも
友

 

 
 

 
だ
田

 

 
 

 
かず
和

 

 
 

 
ひこ
彦

13／13
回

(100％)

19／19
回

(100％)
― 6／6回

(100％)

取締役会その他重要会議に出席し、主に公認
会計士としての専門的見地から適宜発言をし
ました。また、監査等委員会委員長として同
委員会活動を牽引するとともに、コーポレー
トガバナンス委員会委員を務めました。

(2) 当事業年度における主な活動状況

（注）第16回定時株主総会（2024年6月18日開催）において、取締役 村林聡氏は、監査等委員でない取締役及び指名・
報酬委員会委員に就任したため、就任以降の出席状況となります。
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会計監査人の状況

会計監査人の状況

支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 132百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 221

1. 会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ

2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の
額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれ
らの合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、取締役、執行役員、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、会計
監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、報酬見積の算出根拠などの妥当性を検討した結果、会計監査
人の報酬等は適切であると判断しました。

3. 非監査業務の内容
当社における非監査業務の内容は、非財務基盤整備に関する助言業務等でありま

す。

4. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当し、解

任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任い
たします。

また、監査等委員会は、会計監査人の独立性、職務執行状況等を総合的に勘案し、必
要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関
する議案の内容を決定いたします。

5. 当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の当社の子会社の計算書類監査の状況
当社の重要な子会社のうち、PERSOL Asia Pacific Pte. Ltd.は、当社の会計監査人

以外の監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の
監査を受けております。

－ 11 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
当社は、2020年12月18日開催の取締役会にて業務の適正を確保するための体制に関

する基本方針を改定いたしました。また2023年4月1日付で執行体制の変更に伴う軽微な
改定をいたしました。その内容は以下のとおりであります。当社は、この基本方針に基づ
く内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、こ
の本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のあ
る内部統制システムの整備・運用に努めます。

1. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、当社及び子会社（以下、総称して「当社グループ」という。）における業

務の適正を確保するため、経営理念、グループビジョン、行動指針を定める。
(2) 当社は、当社グループの企業価値を最大化する観点から、関係会社に対する適切な

株主権の行使を行う。
(3) 当社は、当社グループの内部統制のための各種グループ基本方針等を定め、当社グ

ループへ周知するとともに、これに基づく体制を整備させる。
(4) 当社は、事業環境の変化に迅速に対応することを目的として、SBU(Strategic 

Business Unit）体制を採用するとともに、SBU中核会社及びFU（Function 
Unit）中核会社の取締役会へ取締役を派遣し、SBU中核会社及びFU中核会社の経
営を監督することで、当社グループの経営管理の実効性を確保する。

(5) 内部監査部門は、当社グループの法令・定款及び社内規程の遵守体制の有効性につ
いて監査を行う。また、是正・改善の必要がある場合、速やかにその対策を講じる
ように適切な助言、勧告及び支援を行う。

（運用状況の概要）
・SBU及びFUにおける規程・機関を整備し、当社からSBU中核会社及びFU中核会

社へ取締役を派遣し、経営監督を行っております。
・HMC（Headquarters Management Committee）の下部組織として、グルー

プ横断の委員会（サステナビリティ、投資、リスクマネジメント、テクノロジ
ー、人事、ジェンダーダイバーシティ、スタッフウェルビーイングの７委員会）
を設置し、意思決定の高度化とグループガバナンスの両立を図っております。

・内部監査について、監査計画に基づく内部監査を実施のうえ、監査結果の概要、
指摘事項等を定期的に取締役会、監査等委員会及びHMCへ報告しております。

－ 12 －
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2. 取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制

(1) 当社グループは、コンプライアンスに関する行動規範及び基本規程を定め、コンプ
ライアンス体制の整備及びコンプライアンスの実践に努める。

(2) 当社は、当社グループのコンプライアンスを統括する部署を当社に設置し、コンプ
ライアンスに係る諸施策を継続して実施するとともに、その活動状況を取締役会に
報告する。

(3) 当社グループは、取締役、執行役員及び使用人に対して、コンプライアンスの教
育・研修を継続的に行う。

(4) 当社グループは、法令・定款等の違反行為を予防・早期発見するための体制とし
て、グループ内部通報制度を整備する。

(5) 当社グループは、反社会的勢力に対し、毅然とした態度で対応し一切の関係を遮断
する。

(6) 当社グループは、主管部署を定め、所轄警察署や特殊暴力防止に関する地域協議会
等から関連情報を収集し不測の事態に備えるとともに、事態発生時には主管部署を
中心に外部機関と連携し、組織的に対処する。

（運用状況の概要）
・執行役員を対象に、アンコンシャスバイアス研修を実施しました。国内グループ会社

においては、パーソルのマテリアリティの一部である人権尊重とプライバシー保護や
2022年6月に施行された改正公益通報者保護法に対応したコンプライアンス・ハン
ドブックを配布しております。また、国内グループ会社の全役職員を対象に、全社コ
ンプライアンス研修を実施し、パーソルグループのコンプライアンス、情報セキュリ
ティ及びコンプライアンス違反に直面した場合にとるべき行動をとりあげました。海
外グループ会社においては、各国法令に対応した独自の研修コンテンツ等に基づくコ
ンプライアンス啓発・推進活動を実施しております。

・内部通報制度を整備のうえ、イントラネット等を通じ同制度の周知に継続的に努めて
おります。国内グループ会社においては、「公益通報ホットライン」の認知率を把握
するとともに、さらなる認知度向上を目的とした全役職員向け「コンプライアンス研
修」にて公益通報ホットラインの制度概要を説明しております。また、各社の内部通
報担当者を対象とした「公益通報ホットライン勉強会」を開催しました。海外グルー
プ会社においては、グループイントラやコーポレートサイトに、内部通報制度に係る
窓口と制度概要を掲載し、制度の普及に努めております。
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3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、当社グループのリスク管理に関する規程を定め、当社グループのリスク管

理体制を整備する。
(2) 当社は、当社グループのリスク管理を統括する部署を当社に設置し、当社グループ

におけるリスクについて統合的に管理するとともに、重要リスクに関するリスク管
理体制及びその運用状況について定期的に取締役会に報告する。

(3) 当社グループは、大規模自然災害、パンデミック等の危機の発生に備え、危機管理
に関する規程を定め、危機管理体制の整備、危機発生時の連絡体制の構築及び定期
的な訓練の実施等、適切な体制を整備する。

（運用状況の概要）
・HMCの下部組織であるリスクマネジメント委員会にて、当社グループの重要リスク

を特定のうえ、リスク管理の状況をモニタリングしております。
・大規模災害対策として、首都直下型地震発生を想定した代替対策本部の整備や、国内

グループ会社の全役職員を対象とした安否確認訓練を実施しております。また緊急対
策本部体制の実効性検証と課題の整理を目的に、経営層向け危機管理訓練を実施しま
した。本訓練で確認した課題については、2025年度の改善計画に組み込んでおりま
す。
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4. 取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保する
ための体制

(1) 当社は、経営の監督と執行を分離し、取締役会が、独立した客観的な立場から、当
社グループの業務執行に対する経営監督機能を担う。

(2) 当社は、執行役員制度を導入することで業務執行責任の所在を明確化したうえで、
業務執行に係る決定を原則として代表取締役社長CEOに委任する。

(3) 当 社 は 、 代 表 取 締 役 社 長CEO の 補 佐 機 関 と し てHMC （Headquarters 
Management Committee）を設置し、当社グループの重要な業務執行に関する
事項について審議する。

(4) 当社は、グループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、毎
事業年度ごとのグループ全体の重点経営目標及び予算配分等を策定する。

(5) 当社は、当社グループにおける職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他
の組織に関する基準を定め、当社グループへこれに準拠した体制を構築させる。

(6) 当社は、当社グループのITに関する規程を定め、主管部署を設置し、当社グループ
のITガバナンス体制を整備する。

（運用状況の概要）
・取締役会は、定款、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」、「取締役会規程」

に基づき、当社グループの業務執行に対する経営監督を適切に行っております。
・HMCにて当社グループの重要な業務執行に関する事項について審議を行っております。
・「グループ IT ガバナンス規程」に基づき、グループITマネジメント推進統括責任者

の下、SBU-IT統括責任者及びFU-IT統括責任者がITマネジメントを担い、ITガバナン
ス部がITガバナンス方針策定・モニタリングを担い、運用しております。
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5. 財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制
(1) 当社は、財務報告の適正性及び信頼性を確保するため、当社グループにおける財務

報告に係る内部統制に関する基本方針を定める。
(2) 当社は、財務報告に係る内部統制の実効性を確保するため、その内部統制を主管す

る部署及びその評価部署を設置する。
(3) 財務報告に係る内部統制を評価する部署は、その内部統制の有効性に関する評価結

果を定期的に取締役会等に報告する。
（運用状況の概要）

・財務報告に係る内部統制評価範囲を選定のうえ、関連する文書の更新、整備・運用評
価及び検出された不備に対する改善を実施し、取締役会へ評価結果を報告しておりま
す。

6. 取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する
体制
当社は、文書等の保存に関する規程を定め、重要な会議の議事録等、取締役及び執行

役員の職務の執行に係る情報を含む重要な文書等は、同規程の定めるところに従い適切
に保存及び管理を行う。また、取締役又は監査等委員会等から要請があった場合に備
え、適時閲覧が可能な状態を維持する。
（運用状況の概要）

・「文書管理規程」に基づき、重要な書類の保存期限を定め、適切な保存及び管理を行
っております。

・取締役向け情報基盤の整備を通じて、取締役がいつでも必要なときに取締役会、
HMC、委員会等の資料・議事録へアクセスできる環境を運用しております。
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7. 監査等委員会の職務の執行に関する体制
7－1. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

当社は、監査等委員会の要請に基づき、必要に応じてその職務を専属的に補助する使
用人を配置する。当該使用人に対する日常の指揮命令権は、監査等委員会にあり、監査
等委員でない取締役及び執行役員からは指揮命令を受けない。また、当該使用人に関す
る人事異動、人事考課及び懲戒処分等は、監査等委員会の同意を得たうえで行う。

7－2. 監査等委員会への報告に関する体制
(1) 当社グループの取締役、執行役員及び使用人は、監査等委員会又は監査等委員会

の指示を受けた者の求めに応じて、事業及び内部統制の状況等の報告を行い、内
部監査部門は内部監査の結果等を報告する。

(2) 当社グループの取締役、執行役員及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正
行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす事実又はそのおそれのある事実を知
ったときは、速やかに監査等委員会に報告する。

(3) 当社グループにおける取締役、執行役員及び使用人は、当社グループに著しい損
害を及ぼす事実又はそのおそれのある事実を知ったときは、速やかに当社グルー
プの定める担当部署に報告する。当該担当部署は、取締役、執行役員及び使用人
から報告を受けた事項について、速やかに当社の監査等委員会に報告する。

(4) 当社は、内部通報制度の適用対象に当社グループを含め、当社グループにおける
法令、定款、又は社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上の
重大な問題に係る通報について、監査等委員会への適切な報告体制を確保する。

(5) 当社グループは、社内規程において、取締役、執行役員及び使用人が監査等委員
会への報告、又は相談者が内部通報窓口への通報により、人事評価において不利
な取扱いを受けることがなく、また懲戒その他の不利益処分の対象となることが
ないことを明示的に定める。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

7－3. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため
の体制

(1) 監査等委員会は、必要に応じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執
行役員及び重要な使用人に対して報告を求め、代表取締役社長、内部監査部門及
び会計監査人とそれぞれ定期的な意見交換の実施を求めることができる。

(2) 当社は、監査等委員会及び監査等委員会の指示を受けた者がその職務の執行につ
いて生ずる費用の前払い又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求
したときは、その費用等が監査等委員会の職務の執行について生じたものでない
ことを証明できる場合を除き、これに応じる。

（運用状況の概要）
・監査等委員会及び監査等委員の職務を補助する体制として、執行部門から独立した専

任のスタッフを1名配置しております。当該スタッフは監査等委員会の指揮命令下に
あり、人事異動、人事考課及び懲戒処分等は監査等委員会の同意を得たうえで行って
おります。

・監査等委員会は、取締役、執行役員及び使用人から事業及び内部統制の状況等につい
て報告を受領しております。

・常勤監査等委員はSBU中核会社及びFU中核会社の全監査役と定期的に情報交換を行
っております。

・グループ各社の役職員から内部通報窓口へ通報された内容は、監査等委員会へ全件報
告しております。

・従業員が監査等委員会への報告又は内部通報窓口への通報により、不利な取扱いを受
けることがないように、「公益通報ホットライン規程」において明示的に定めるとと
もに、当該報告・通報があった場合に、その後不利な取扱いを受けていないことの状
況を確認する体制を構築しております。

・本基本方針に基づき、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用に対して社内
各部署と同様の経費精算体制をとっており、監査等委員会の請求に基づき適切に費用
負担をしております。
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剰余金の配当等の決定に関する方針

剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題と認識しております。内
部留保の充実により、成長分野への迅速かつ積極的な事業展開が可能な企業体質の強
化を図りつつ、配当性向を重視した配当の実施を基本方針としております。具体的に
は今中期経営計画期間（2023年４月1日～2026年３月31日）においては配当性向
を調整後EPSの約50％とする方針としており、引き続き株主還元を強化してまいりま
す。
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連結貸借対照表

連結財政状態計算書 （単位：百万円）

科目 第17期
2025年3月31日現在 科目 第17期

2025年3月31日現在

資産の部

流動資産

現金及び現金同等物

営業債権及びその他の債権

契約資産

その他の金融資産

その他の流動資産

非流動資産

契約資産

有形固定資産

使用権資産

のれん

無形資産

持分法で会計処理されている投資

その他の金融資産

繰延税金資産

その他の非流動資産

　

299,974

82,818

179,794

25,388

112

11,860

239,771

5,178

10,714

49,078

70,065

48,544

1,455

25,776

27,677

1,281

　

負債の部
流動負債 266,159
営業債務及びその他の債務 99,508
社債及び借入金 10,300
リース負債 16,996
その他の金融負債 1,416
未払法人所得税 15,939
引当金 1,037
契約負債 7,210
その他の流動負債 113,750

非流動負債 67,203
社債及び借入金 20,000
リース負債 29,984
その他の金融負債 1,037
引当金 7,177
繰延税金負債 4,981
その他の非流動負債 4,023

負債合計 333,363
資本
親会社の所有者に帰属する持分合計 189,633
資本金 17,479
資本剰余金 △7,728
利益剰余金 185,466
自己株式 △13,448
その他の資本の構成要素 7,864
非支配持分 16,749
資本合計 206,382

資産合計 539,746 負債及び資本合計 539,746

連結計算書類

(注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

連結損益計算書 （単位：百万円）

科目
第17期

2024年4月 1 日から
2025年3月31日まで

売上収益 1,451,238

売上原価 △1,119,110

売上総利益 332,128

販売費及び一般管理費 △274,153

その他の収益 805

その他の費用 △1,353

営業利益 57,426

金融収益 2,149

金融費用 △1,764

持分法による投資損益 △654

税引前利益 57,156

法人所得税費用 △19,453

当期利益 37,703

当期利益の帰属

親会社の所有者 35,871

非支配持分 1,831

当期利益 37,703

(注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 21 －



2025/05/19 11:48:40 / 24180398_パーソルホールディングス株式会社_招集通知

連結持分変動計算書

連結持分変動計算書 （単位：百万円）

第17期
2024年4月 1 日から
2025年3月31日まで

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

2024年4月1日残高 17,479 4,751 165,979 △9,584

当期利益 - - 35,871 -

その他の包括利益 - - - -

当期包括利益合計 - - 35,871 -

自己株式の取得 - - - △20,000

自己株式の処分 - △3,230 - 3,332

自己株式の消却 - △12,803 - 12,803

配当金 - - △19,813 -

株式報酬取引 - 2,729 - -
非支配持分を伴う子会社
の設立 - - - -

支配継続子会社に対する
持分変動 - 824 - -

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替 - - 3,428 -

所有者との取引額合計 - △12,480 △16,384 △3,863

2025年3月31日残高 17,479 △7,728 185,466 △13,448
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連結持分変動計算書

第17期
2024年4月 1 日から
2025年3月31日まで

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持
分 合計

その他の資本の構成要素

合計在外営業
活動体の
換算差額

その他の包
括利益を通
じて公正価
値で測定す
る金融資産

確定給付
制度の再
測定

合計

2024年4月1日残高 7,821 6,002 △100 13,724 192,349 15,968 208,317

当期利益 - - - - 35,871 1,831 37,703

その他の包括利益 △3,551 1,127 △6 △2,430 △2,430 1 △2,428

当期包括利益合計 △3,551 1,127 △6 △2,430 33,441 1,833 35,274

自己株式の取得 - - - - △20,000 - △20,000

自己株式の処分 - - - - 102 - 102

自己株式の消却 - - - - - - -

配当金 - - - - △19,813 △223 △20,036

株式報酬取引 - - - - 2,729 - 2,729
非支配持分を伴う子
会社の設立 - - - - - 9 9

支配継続子会社に対
する持分変動 - - - - 824 △839 △14

その他の資本の構成要
素から利益剰余金への
振替

- △3,428 - △3,428 - - -

所有者との取引額合計 - △3,428 - △3,428 △36,157 △1,052 △37,209

2025年3月31日残高 4,270 3,701 △107 7,864 189,633 16,749 206,382

(注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

⑴　連結計算書類の作成基準
　当社及びその子会社（以下「当社グループ」という。）の連結計算書類は、会社計算規則第
120条第１項の規定により、IFRS会計基準（以下「IFRS」という。）に準拠して作成しており
ます。なお、連結計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求められる開示項目の一部を省略
しております。

⑵　連結の範囲に関する事項
・連結子会社の数　　148社
・主要な連結子会社の名称

パーソルテンプスタッフ㈱
パーソルビジネスプロセスデザイン㈱
パーソルクロステクノロジー㈱
パーソルキャリア㈱
パーソルデジタルベンチャーズ㈱
PERSOL Asia Pacific Pte. Ltd.

⑶　持分法の適用に関する事項
・持分法適用の関連会社の数　　4社
・関連会社の名称

㈱イー・スタッフィング
㈱ベネッセi－キャリア
GLINTS PTE. LTD.
HIREDLY X GROUP PTE. LTD

⑷　連結子会社の事業年度等に関する事項
　子会社の決算日が当社の決算日と異なる場合には、連結決算日現在で実施した仮決算に基づ
く財務諸表を用いております。

⑸　会計方針に関する事項
①　金融商品の評価基準及び評価方法

金融資産
ⅰ）当初認識及び測定

　当社グループは、金融資産について、純損益又はその他の包括利益を通じて公正価値
で測定する金融資産、償却原価で測定する金融資産に分類しております。この分類は、
当初認識時に決定しております。
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連結注記表

　当社グループは、金融資産に関する契約の当事者となった取引日に当該金融商品を認
識しております。
　すべての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定される区分に分類される場合を
除き、公正価値に取引コストを加算した金額で測定しております。ただし、重大な金融
要素を含んでいない営業債権は、取引価格で測定しております。
　金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定する金融資産に分
類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業

モデルに基づいて、資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッ

シュ・フローが特定の日に生じる。
　償却原価で測定する金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定する金融資産に分類
しております。
　公正価値で測定する資本性金融資産については、純損益を通じて公正価値で測定しな
ければならない売買目的で保有する資本性金融資産を除き、個々の資本性金融資産ごと
に、当初認識時に事後の公正価値の変動をその他の包括利益で表示するという取消不能
の選択を行っており、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類し
ております。
　償却原価で測定する金融資産又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本
性金融資産以外の金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類して
おります。

ⅱ）事後測定
　金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。
(a) 償却原価により測定する金融資産

　償却原価により測定する金融資産については、実効金利法による償却原価により測
定しております。

(b) 公正価値により測定する金融資産
　公正価値により測定する金融資産の公正価値の変動額は純損益として認識しており
ます。
　ただし、資本性金融資産のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると
指定したものについては、公正価値の変動額はその他の包括利益として認識しており
ます。なお、当該金融資産からの配当金については、金融収益の一部として当期の純
損益として認識しております。
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連結注記表

ⅲ）金融資産の認識の中止
　当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅す
る、又は当社グループが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんどすべてを移転す
る場合において、金融資産の認識を中止しております。当社グループが、移転した当該
金融資産に対する支配を継続している場合には、継続的関与を有している範囲におい
て、資産と関連する負債を認識いたします。

ⅳ）金融資産の減損
　償却原価により測定する金融資産については、予想信用損失に対する貸倒引当金を認
識しております。
　当社グループは、期末日ごとに各金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著し
く増加しているかどうかを評価しており、当初認識時点から信用リスクが著しく増加し
ていない場合には、12ヶ月の予想信用損失を貸倒引当金として認識しております。一
方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加している場合には、全期間の予想信用
損失と等しい金額を貸倒引当金として認識しております。
　信用リスクが著しく増加しているか否かの評価を行う際には、期日経過情報のほか、
当社グループが合理的に利用可能かつ裏付け可能な情報（内部格付、外部格付等）を考
慮しております。
　なお、金融資産に係る信用リスクが期末日現在で低いと判断される場合には、当該金
融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していないと評価しております。
　ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権及び契約資産については、信用リス
クの当初認識時点からの著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と
等しい金額で貸倒引当金を認識しております。
　予想信用損失は、契約に従って企業に支払われるべきすべての契約上のキャッシュ・
フローと、企業が受け取ると見込んでいるすべてのキャッシュ・フローとの差額の現在
価値として測定しております。
　当社グループは、金融資産の予想信用損失を、以下のものを反映する方法で見積って
おります。
・一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額
・貨幣の時間価値
・過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日において過大

なコストや労力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報
　著しい景気変動等の影響を受ける場合には、上記により測定された予想信用損失に、
必要な調整を行うこととしております。
　当社グループは、ある金融資産の全体又は一部分を回収するという合理的な予想を有
していない場合には、金融資産の総額での帳簿価額を直接減額しております。
　金融資産に係る貸倒引当金の繰入額は、純損益で認識しております。貸倒引当金を減
額する事象が生じた場合は、貸倒引当金戻入額を純損益で認識しております。
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連結注記表

金融負債
ⅰ）当初認識及び測定

　当社グループは、デリバティブ以外の金融負債について、償却原価で測定する金融負
債に分類しております。この分類は、当初認識時に決定しております。
　当社グループは、金融負債を、当該金融商品の契約の当事者になった取引日に認識し
ております。
　金融負債は、当初認識時に公正価値で測定し、直接帰属する取引コストを控除した金
額で算定しております。

ⅱ）事後測定
　金融負債の当初認識後の測定は、実効金利法による償却原価で測定しております。
　実効金利法による償却及び認識が中止された場合の利得及び損失については、金融費
用の一部として当期の純損益として認識しております。

ⅲ）金融負債の認識の中止
　当社グループは、金融負債が消滅したとき、すなわち、契約中に特定された義務が履
行されたか、免責、取消し、又は失効となった時に、金融負債の認識を中止しておりま
す。

ⅳ）非支配株主に係る売建プット・オプション
　非支配株主に係る売建プット・オプション負債について、見積将来キャッシュ・フロ
ーを割り引く方法により算定した現在価値を金融負債として認識するとともに、当初認
識後の変動については純損益として認識しております。

金融資産及び金融負債の表示
　金融資産及び金融負債は、当社グループが残高を相殺する法的権利を有し、かつ純額で
決済するか又は資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場合にのみ相殺し、純
額で表示しております。

②　有形固定資産の評価方法、評価基準及び減価償却方法
　有形固定資産の測定には原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失
累計額を控除した価額で表示しております。
　取得原価には、資産の取得に直接関連するコスト、解体・除去及び土地の原状回復コスト
が含まれております。
　土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定
額法で計上されております。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりでありま
す。
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・建物及び構築物　　　　１－50年
・工具器具及び備品　　　１－20年

　なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各報告期間末に見直しを行い、変更
があった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

③　のれんに関する事項
　のれんの償却は行わず、毎期及び減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを
実施しております。
　のれんの減損損失は連結損益計算書において認識され、その後の戻入れは行っておりませ
ん。
　また、のれんは連結財政状態計算書において、取得原価から減損損失累計額を控除した価
額で表示しております。

④　無形資産の評価方法、評価基準及び償却方法
　無形資産の測定には原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を
控除した金額で測定しております。
　個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。企業結合で取得
した無形資産は、取得日現在における公正価値で測定しております。
　耐用年数を確定できる無形資産は、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法で償却して
おります。見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各報告期間末に見直しを行い、変更が
あった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
　主要な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりであります。

・ソフトウエア　２－５年
　なお、耐用年数を確定できない無形資産については、償却を行わず、毎期又は減損の兆候
が存在する場合にはその都度、減損テストを実施しております。

⑤　リース
　当社グループは、契約の締結時に契約がリースであるか又はリースを含んでいるかを判定
しております。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換
に移転する場合には、当該契約はリースであるか又はリースを含んでいると判定しておりま
す。
　契約がリースであるか又はリースを含んでいると判定した場合、リース開始日に使用権資
産及びリース負債を認識しております。リース負債は未払リース料総額の現在価値で測定
し、使用権資産は、リース負債の当初測定の金額に、開始日以前に支払ったリース料等、借
手に発生した当初直接コスト及びリースの契約条件で要求されている原状回復義務等のコス
トを調整した取得原価で測定しております。
　当初認識後は、使用権資産は耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたって、定額
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法で減価償却を行っております。
　リース料は、利息法に基づき金融費用とリース負債の返済額に配分し、金融費用は連結損
益計算書において認識しております。
　ただし、リース期間が12ヶ月以内の短期リース及び原資産が少額のリースについては、
使用権資産及びリース負債を認識せず、リース料をリース期間にわたって、定額法又は他の
規則的な基礎のいずれかにより費用として認識しております。

⑥　非金融資産の減損
　棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社グループの非金融資産の帳簿価額は、期末日ごとに
減損の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能
価額を見積っております。のれん及び耐用年数を確定できない、又は未だ使用可能ではない
無形資産については、減損の兆候の有無にかかわらず回収可能価額を毎年同じ時期に見積っ
ております。
　資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のうち
いずれか高い方の金額としております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フ
ローは、貨幣の時間的価値及び当該資産に固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現
在価値に割引いております。減損テストにおいて個別にテストされない資産は、継続的な使
用により他の資産又は資産グループのキャッシュ・インフローから、概ね独立したキャッシ
ュ・インフローを生成する最小の資金生成単位に統合しております。のれんの減損テストを
行う際には、のれんが配分される資金生成単位を、のれんが関連する最小の単位を反映して
減損がテストされるように統合しております。企業結合により取得したのれんは、結合のシ
ナジーが得られると期待される資金生成単位に配分しております。
　当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成いたしません。全社
資産に減損の兆候がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を決定して
おります。
　減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過する場合に純損
益として認識しております。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその単位に
配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産
の帳簿価額を比例的に減額しております。
　減損損失の戻入れは、過去に認識した減損損失を戻入れる可能性を示す兆候が存在し、回
収可能価額の見積りを行った結果、回収可能価額が帳簿価額を上回る場合に行っておりま
す。戻入れる金額は、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費及び
償却額を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限としております。なお、のれんに関連
する減損損失は戻入れいたしません。
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⑦　従業員給付
ⅰ）短期従業員給付

　短期従業員給付については、割引計算は行わず、従業員が関連するサービスを提供した
時点で費用として認識しております。賞与及び有給休暇費用については、当社グループ
が、従業員から過去に提供された勤務の対価として支払うべき現在の法的又は推定的義務
を負っており、かつ、その金額を信頼性をもって見積ることができる場合、負債及び費用
として認識しております。

ⅱ）退職後給付
　当社グループは、従業員の退職給付制度として主に確定拠出制度を採用しております。
　確定拠出制度は、雇用主が一定額の掛金を他の独立した基金に拠出し、その拠出額以上
の支払いについて法的または推定的債務を負わない退職給付制度です。
　確定拠出制度への拠出は、従業員がサービスを提供した期間に費用として認識し、未払
拠出額を債務として認識しております。

⑧　重要な引当金の計上基準
　引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的又は推定的義務を有し
ており、当該義務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該義務の金
額について信頼性のある見積りができる場合に認識しております。貨幣の時間的価値が重要
な場合には、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値及び当該負債に特有のリスク
を反映した税引前の利率を用いて現在価値に割り引いております。時の経過に伴う割引額の
割戻しは金融費用として認識しております。
　なお、当社グループの主な引当金は次のとおりです。

資産除去債務
　資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に
備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これ
らの支出は、事務所等に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間経過後
に支払われると見込んでおりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。

⑨　収益の計上基準
　当社及び当社グループの顧客との契約に基づく収益について、IFRS第９号「金融商品」に
基づく利息及び配当収益等を除き、以下のステップを適用することにより認識しておりま
す。
　ステップ１：顧客との契約を識別する。
　ステップ２：契約における履行義務を識別する。
　ステップ３：取引価格を算定する。
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　ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
　ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。
　なお、各事業の収益認識の詳細は、「6．収益認識に関する注記」に記載しております。

⑩　外貨換算
ⅰ）外貨建取引

　外貨建取引は、取引日の為替レートで当社グループの各社の機能通貨に換算しておりま
す。
　期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に換算し
ております。
　公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産及び負債は、当該公正価値の算定日における
為替レートで機能通貨に換算しております。
　取得原価で測定される外貨建非貨幣性項目は、取引日の為替レートで機能通貨に換算し
ております。
　換算又は決済により生じる換算差額は、純損益として認識しております。ただし、在外
営業活動体に対する純投資のヘッジ手段として指定された金融商品、その他の包括利益を
通じて測定される金融資産、及びキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる換算差額につい
ては、その他の包括利益として認識しております。

ⅱ）在外営業活動体の財務諸表
　在外営業活動体の資産及び負債については期末日の為替レート、収益及び費用について
は平均為替レートを用いて日本円に換算しております。在外営業活動体の財務諸表の換算
から生じる換算差額は、その他の包括利益として認識しております。在外営業活動体の換
算差額は、在外営業活動体が処分された期間に純損益として認識されます。

２．会計上の見積りに関する注記
重要なのれん及び耐用年数が確定できない無形資産
  のれん及び耐用年数が確定できない無形資産のうち重要なものは、パーソルキャリア㈱、パー
ソルコミュニケーションサービス㈱、Programmed Maintenance Services Limited社（以下
「Programmed社」という。）のStaffing事業及びProgrammed社のFacility Management事
業に係るものであります。
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パーソルキャリア㈱
のれん 16,712

商標権 5,233

パーソルコミュニケーションサービス㈱（注） のれん 12,313

Programmed社
Staffing事業

のれん 5,961

商標権 4,644

Programmed社
Facility Management事業

のれん 11,956

商標権 1,642

⑴　有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 19,662百万円

⑴　連結計算書類に計上した金額
（単位：百万円）

（注)　富士通コミュニケーションサービス㈱（現パーソルコミュニケーションサービス㈱）の
株式取得によって生じたのれん12,313百万円については、評価検証が未了のため、現
時点で入手可能な情報に基づいて暫定的に算定しております。

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループは、のれん及び耐用年数を確定できない無形資産について、毎期又は減損の兆
候がある場合には随時、減損テストを実施しております。減損テストにおける各資金生成単位
及び資金生成単位グループの回収可能価額は、使用価値に基づき算定しております。使用価値
は、過去の経験と外部からの情報を反映し、マネジメントが承認した今後５年以内の事業計画
と成長率を基礎としたキャッシュ・フローの見積額を、当該資金生成単位の税引前の加重平均
資本コスト6.24%～15.72％より現在価値に割り引いて算定しております。
　成長率は、資金生成単位及び資金生成単位グループの属する産業若しくは国における長期の
平均成長率等を勘案して1.96～2.52％と決定しており、市場の長期の平均成長率を超過して
おりません。
　なお、各資金生成単位及び資金生成単位グループにおいて、当連結会計年度における回収可
能価額は帳簿価額を大幅に上回っており、減損テストに用いた主要な仮定が合理的に予測可能
な範囲で変化したとしても、当該資金生成単位及び資金生成単位グループにおいて、重要な減
損が発生する可能性は低いと判断しております。

3．連結財政状態計算書に関する注記
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営業債権及びその他の債権 1,074百万円
その他の金融資産 166百万円

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

　発行済株式

普通株式 2,331,998千株 －千株 53,560千株 2,278,437千株

　　　　合計 2,331,998千株 －千株 53,560千株 2,278,437千株

　自己株式

普通株式 46,220千株 81,310千株 67,649千株 59,882千株

　　　　合計 46,220千株 81,310千株 67,649千株 59,882千株

⑵　資産から直接控除した貸倒引当金

4．連結持分変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の総数に関する事項

（注）１. 普通株式の普通株式数の減少53,560千株は、自己株式の消却による減少であります。
２．普通株式の自己株式数の増加81,310千株は、取締役会決議による自己株式の取得によ

る増加80,341千株及び譲渡制限付株式保有者の退職及び制度移行に伴う無償取得によ
る増加969千株であります。

３. 普通株式の自己株式数の減少67,649千株は、自己株式の消却による減少53,560千
株、譲渡制限付株式の付与による減少12,610千株及び役員報酬BIP信託及び株式付与
ESOP信託による当社株式の処分又は交付による減少1,477千株であります。

４. 当連結会計年度末の自己株式数には、役員報酬BIP信託が保有する当社の株式11,587
千株及び株式付与ESOP信託が保有する当社の株式11,526千株が含まれております。
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決 議 株 式 の
種 類

配 当 金
の 総 額
( 百 万 円 )

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年6月18日
定時株主総会 普通株式 9,934 4.3 2024年３月31日 2024年６月19日

2024年11月11日
取締役会 普通株式 10,090 4.5 2024年９月30日 2024年12月10日

決 議 予 定 株 式 の
種 類

配 当 金
の 総 額
(百万円)

配当の原資
１ 株 当 た
り 配 当 額

(円）
基 準 日 効 力 発 生 日

2025年6月24日
定時株主総会 普通株式 11,208 利益剰余金 5.0 2025年３月31日 2025年６月25日

⑵　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額

（注）１. 2024年６月18日定時株主総会決議に基づく「配当金の総額」には、役員報酬BIP信託
口及び株式付与ESOP信託口が保有する当社株式に対する配当金105百万円が含まれ
ております。

２. 2024年11月11日取締役会決議に基づく「配当金の総額」には、役員報酬BIP信託口
及び株式付与ESOP信託口が保有する当社株式に対する配当金105百万円が含まれて
おります。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる
もの
　次のとおり、提案をしております。

（注） 2025年６月24日定時株主総会決議予定に基づく「配当金の総額」には、役員報酬BIP
信託口及び株式付与ESOP信託口が保有する当社株式に対する配当金115百万円が含
まれております。
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5．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　資本管理
　当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、財務の健全性を確
保しつつ資本効率性を高めることを資本管理の基本方針としております。
　この方針の下で用いる主な指標は、親会社の所有者に帰属する持分（自己資本）、親会社
所有者帰属持分比率（自己資本比率）、及び親会社所有者帰属持分当期利益（ROE）であり
ます。これらの指標については、経営者に定期的に報告され、モニタリングしております。
なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制はありません。

②　財務上のリスク管理
　当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク（信用リスク・流動性リ
スク・為替リスク・金利リスク・市場価格の変動リスク）に晒されており、当該財務上のリ
スクを軽減するために、一定の方針に基づきリスク管理を行っております。また、当社グル
ープは、デリバティブ取引を為替変動リスク又は金利変動リスクを回避するために利用して
おり、投機目的または裁定目的での取引は行わない方針であります。

③　信用リスク管理
　信用リスクは、保有する金融資産の相手先が契約上の債務に関して債務不履行になり、当
社グループに財務上の損失を発生させるリスクであります。当社グループは、与信管理規程
に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期
的に把握する体制としております。
　また、デリバティブ取引については、信用度の高い金融機関等とのみ取引を行っており、
信用リスクに及ぼす影響は限定的であります。
　なお、当社グループは、特定の相手先又はその相手先が所属するグループについて、過度
に集中した信用リスクを有しておりません。

④　流動性リスク管理
　流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあた　
り、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。
　当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新
するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

⑤　為替リスク管理
　当社グループにおける借入金及び社債における資金調達は、主に現地通貨を用いておりま
す。また、当社グループはアジア・パシフィックエリアを中心に事業を展開しております
が、各国の取引は基本的に各国内で完結しており、各グループ会社が当該会社の機能通貨以
外で実施している取引は限定的であります。
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⑥　金利リスク管理
　当社グループにおける借入金及び社債による資金調達は、主に固定金利で行っておりま
す。

⑦　市場価格の変動リスク管理
　当社グループは主として事業上の関係を有する企業に対して、資本性金融商品への投資を
行っており、株価の変動によるリスクに晒されております。当該リスクを管理するため、当
社では定期的に公正価値や発行体の財務状況等を把握し、また、市況や発行体との関係性を
勘案して保有状況を継続的に見直しております。

⑵　金融商品の公正価値等に関する事項
　公正価値で測定される金融商品について、測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性
に応じた公正価値測定額を、レベル１からレベル３まで分類しております。

レベル１：活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格（無調整）
レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル３：観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値

①　公正価値の算定方法
資産
　現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権等については、現金及び短期間で決済さ
れるものであり、帳簿価額が公正価値に近似しております。
　その他の金融資産の公正価値は以下を除き、資産の残存期間及び信用リスクを加味した利
率で割り引いた現在価値により算定しており、帳簿価額は公正価値に近似しております。

ⅰ）投資有価証券
　上場株式の公正価値については、期末日の市場価格によって算定しております。非上場
株式の公正価値については、取引事例法、類似企業比較法等の適切な評価技法を用いて評
価しております。

負債
　営業債務その他の債務及び短期借入金については、短期間で決済されるものであり、帳簿
価額が公正価値に近似しております。
　社債及び長期借入金の公正価値は、元利息の合計額を、国債の利回り等適切な指標に信用
スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。
　その他の金融負債の公正価値は以下を除き、負債の残存期間及び信用リスクを加味した利
率で割り引いた現在価値により算定しており、帳簿価額は公正価値に近似しております。
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帳簿価額 公正価値（注）２

長期借入金（注）１ 20,000 19,878

社債 10,000 9,749

その他の金融負債 1,000 928

ⅰ）デリバティブ負債
　デリバティブ負債の公正価値は、取引金融機関から提示された価格に基づいて算定して
おります。

ⅱ）非支配株主に係る売建プット・オプション
　非支配株主に係る売建プット・オプションの公正価値は、見積将来キャッシュ・フロー
を、固有のリスクを加味した割引率を使用して割り引いた現在価値により算定しておりま
す。

②　償却原価で測定される金融商品
　償却原価で測定される金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりであります。なお、
帳簿価額が公正価値の合理的な近似値になっている場合には記載を省略しております。

（単位：百万円）

（注）１．１年内に返済予定の残高を含んでおります。
（注）２． 長期借入金、社債およびその他金融負債の公正価値は、レベル２に分類しておりま

す。
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レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産
純損益を通じて公正価値で測定
する金融資産

その他の金融資産

株式等 － － 4,120 4,120

デリバティブ － 0 － －
その他の包括利益を通じて公正
価値で測定する金融資産

その他の金融資産

株式 8,491 － 1,294 9,786

合計 8,491 0 5,414 13,907

区分 評価技法 観察可能でない
インプット 範囲

純損益を通じて公正
価値で測定する金融

資産

類似会社の市場価格
に基づく評価モデル PSR倍率 1.00倍～2.85倍

その他の包括利益を
通じて公正価値で測

定する金融資産

類似会社の市場価格
に基づく評価モデル PER倍率 13.20倍

③　公正価値で測定する金融商品とヒエラルキー
　公正価値で測定される金融商品及び金融負債の公正価値ヒエラルキーは以下のとおりであ
ります。

（単位：百万円）

④　評価プロセス
　レベル３に分類された金融商品については、財務部門責任者により承認された評価方針及
び手続に従い、外部の評価専門家又は適切な評価担当者が評価及び評価結果の分析を実施し
ております。評価結果は財務部門責任者によりレビューされ、承認されております。

⑤　レベル３に分類された金融商品に関する定量的情報
　レベル３に分類される公正価値で測定された資産のうち、重要な観察可能でないインプッ
トを使用して公正価値を測定した資産に関する主な定量的情報は下記のとおりであります。

　PER倍率及びPSR倍率の上昇（低下）により、公正価値は増加（減少）します。なお、観
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当連結会計年度
（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

期首残高 12,855

利得及び損失合計

純損益（注） 504

その他の包括利益 721

購入 1,169

売却 △5,517

上場によるレベル１への振替 △4,226

その他 △91

期末残高 5,414

報告期間末に保有している資産について純損益に計上された当期の未実
現損益の変動（注） △132

察可能でないインプットを合理的に考えうる代替的な仮定に変更した場合に著しい公正価値
の増減は見込まれておりません。

⑥　公正価値ヒエラルキーレベル３に区分される金融資産の期首残高から期末残高への調整表

　公正価値ヒエラルキーレベル３に区分される金融資産の期首残高から期末残高への調整表
は以下のとおりです。

（単位：百万円）

（注)　連結損益計算書の「金融収益」及び「金融費用」に含まれております。
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（単位：百万円）

報告セグメント
その他

（注）１ 合計
Staffing BPO Technology Career Asia 

Pacific 計

人材派遣 542,749 15,879 64,502 469 265,745 889,347 － 889,347

リクルーティング 8,851 0 316 141,436 8,653 159,259 9,172 168,431

受託請負 43,529 92,631 39,154 180 8,075 183,571 1,409 184,980

メンテナンス － － － － 191,101 191,101 － 191,101

その他 599 443 3 316 2,526 3,889 13,049 16,938

顧客との契約から
生じる収益

595,729 108,954 103,976 142,404 476,103 1,427,169 23,631 1,450,800

その他の源泉から
認識した収益
（注）２

－ － － － － － 438 438

外部顧客への
売上高

595,729 108,954 103,976 142,404 476,103 1,427,169 24,069 1,451,238

6．収益認識に関する注記

⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ
全体に係る事業並びに教育研修、障がい者に関連する事業、ファシリティマネジメン
トに関する事業、人材採用・人材管理等のデジタルソリューションサービスの提供や
インキュベーションプログラムを通じた新規事業の創出に関する事業を行っておりま
す。

２．「その他の源泉から認識した収益」は、事業維持活動に必要な補助金・助成金収入で
あり、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」で定める顧客との契約から生じる
収益の額に含まれない収益であります。

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
①　人材派遣事業

当社グループは、事務領域を中心に幅広い業種に対応した人材派遣に加え、技術者を専門
とした人材を顧客に派遣する人材派遣サービスを提供しております。

人材派遣サービスについては、契約に基づき労働力を提供する義務を負っております。
当該履行義務は、派遣社員による労働力の提供に応じて充足されると判断し、派遣社員の派
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遣期間における稼働実績に応じて人材派遣契約に定められた金額に基づき収益を認識してお
ります。

なお、取引の対価は履行義務の充足時点から概ね１か月で支払いを受けており、重要な金
融要素は含んでおりません。

②　リクルーティング事業
当社グループは、社員の採用を希望する顧客に対し、求める人材要件を整理した上で、職

務経歴・スキル・志向の合った候補者を選定し、転職希望者を紹介する人材紹介サービスを
提供しております。当社グループは、紹介した転職希望者の入社をもって、顧客から紹介料
を得ております。

人材紹介サービスについては、契約に基づき個々の採用の成立に関するサービスの提供を
行う義務を負っております。当該履行義務は、個々の入社時点で充足されるため、同時点で
収益を認識しております。

また、社員の採用を希望する顧客に対して、当社グループが運営するインターネットサイ
トへの広告掲載により募集から採用までの活動を支援することで、顧客より広告掲載料を得
ております。

インターネットサイトへの広告掲載については、期間保証型の広告サービスについて、契
約で定められた期間にわたり割引、広告を掲示する義務を負っております。当該履行義務は
時の経過につれて充足されるため、当該契約期間に応じて均等按分し収益を認識しておりま
す。

なお、いずれの取引についても取引の対価は履行義務の充足時点から概ね１か月で支払い
を受けており、重要な金融要素は含んでおりません。

③　受託請負事業
当社グループは、受託請負としてBPO（Business Process Outsourcing）サービス、IT

領域やエンジニアリング領域の製造・開発受託請負サービスを提供しております。受託請負
は、顧客と締結した請負契約又は準委任契約に定められた業務を完了する義務を負っており
ます。

受託請負業務については、製造請負を除き業務の進捗につれて履行義務が充足されるた
め、契約期間にわたって進捗度に応じた売上高を認識しており、測定には取引の性質に応じ
て、履行義務の充足が発生原価に比例している場合には契約ごとの見積総原価に対する発生
原価の割合を使用する方法（インプット法）、時の経過と相関する場合には時間の経過に応
じて収益を計上する方法を適用しております。

製造請負業務については、顧客による製品の検収をもって履行義務が充足されるため、検
収時点で収益を認識しております。

なお、いずれの取引についても取引の対価は履行義務を充足し請求した時点から概ね１か
月で支払いを受けており、重要な金融要素は含んでおりません。
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2024年４月１日 2025年３月31日
顧客との契約から生じた債権 166,051 176,644
契約資産 29,447 30,567
契約負債 6,931 7,210

受託請負事業 26,045

メンテナンス事業 10,433

合計 36,479

④　メンテナンス事業
当社グループは、主に豪州において塗装やビルメンテナンスを含む保守・運用サービスを

提供しております。メンテナンス事業については、顧客と締結した契約に定められた業務を
完了する義務を負っております。

メンテナンス事業のうち、継続案件については業務の進捗につれて履行義務が充足される
ため、契約期間にわたって進捗度に応じた売上高を認識しており、測定には取引の性質に応
じて、履行義務の充足が稼働時間に比例する場合には見積り総稼働時間に対する実績稼働時
間の割合を使用する方法、発生原価に比例している場合には契約ごとの見積総原価に対する
発生原価の割合を使用する方法（インプット法）を適用しております。

また、単発案件は作業完了の一時点で履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識
しております。

なお、取引の対価は履行義務を充足し請求した時点から概ね１か月から２か月の間で支払
いを受けており、重要な金融要素は含んでおりません。

⑶　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）

契約資産は主に受託請負事業及びメンテナンス事業に関連して認識したものであり、履行
義務の充足に従って認識した収益のうち、顧客に請求する日より前にかかる部分でありま
す。

当連結会計年度の期首の契約負債残高に含まれていた金額は、概ね当該連結会計年度にお
いて収益に認識されております。

②　残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格は以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

これらのうち、受託請負事業に関連するものは約40％が１年以内に、残り約60％がその後
４年以内に収益として認識されると見込んでおります。また、メンテナンス事業に関連する
ものは1年以内に約40％、５年以内に約93％が、残り約7％についても９年以内には収益とし
て認識されると見込んでおります。なお、当社グループでは実務上の便法を使用し、個別の
予想契約期間が１年以内の契約及び履行したサービスに応じて請求する権利を有する金額で
収益を認識する契約について注記の対象に含めておりません。
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１株当たり親会社所有者帰属持分 85円48銭
基本的１株当たり当期利益 16円17銭
希薄化後１株当たり当期利益 16円04銭

（１）　処分期日 2025年９月26日

（２）　処分する株式の種類及び数 当社普通株式　12,636,897株

（３）　処分価額 １株につき268円

（４）　処分総額 3,386,688,396円

（５）　処分予定先
当社の管理職層従業員　　　　　285名　1,063,335株
当社国内子会社の取締役、監査役及び管理職層従業員
　　　　　　　　　　　　　　3,102名　11,573,562株

（６） その他
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券
届出書の効力発生を条件とします。

7．１株当たり情報に関する注記

8．重要な後発事象に関する注記
（譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分）

　当社は、2025年５月13日開催の当社取締役会において、今後の当社及び当社グループの経
営を担っていく管理職及びそれに準じる役職に就く社員を対象とする３年間の期間に係る譲渡
制限付株式報酬として自己株式の処分（以下「本自己株処分」という。）を行うことについ
て、下記のとおり決議いたしました。

⑴　処分の概要

⑵　処分の目的及び理由
　当社は、当社の管理職層従業員並びに当社国内子会社の取締役、監査役及び管理職層従
業員に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の株主の皆
様とのより一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を交付する株式報
酬制度（以下「本制度」という。）を導入することを決定いたしました。
　当社は、2025年５月13日開催の当社取締役会において、当社の管理職層従業員並びに
当社国内子会社の取締役、監査役及び管理職層従業員に対する2025年４月１日から2028
年３月31日までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の管理職
層従業員並びに当社国内子会社の取締役、監査役及び管理職層従業員3,387名（以下「割
当対象者」という。）に対し、金銭報酬債権合計3,386,688,396円を支給し、割当対象者
が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限
付株式として当社普通株式12,636,897株を割り当てることを決議いたしました。なお、
各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社及び当社国内子会社における各割当対象
者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債
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権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株
式割当契約（以下「割当契約」という。）を締結すること等を条件として支給いたしま
す。

⑶　割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2025年９月26日～2028年３月31日

　上記に定める譲渡制限期間（以下「本譲渡制限期間」という。）において、割当対象
者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式（以下「本割当株式」とい
う。）につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈
その他一切の処分行為をすることができません（以下「譲渡制限」という。）。
　本制度は、2025年４月１日に在籍する当社の管理職層従業員並びに当社国内子会社の
取締役、監査役及び管理職層従業員を割当対象者とするものであり、当該日より始まる
３年間の労務に対するインセンティブ制度です。

② 譲渡制限付株式の無償取得
　当社は、割当対象者が当社の管理職層従業員又は当社国内子会社の管理職層従業員の
場合は、本譲渡制限期間が満了する前に当社の従業員及び当社国内子会社の従業員のい
ずれの地位からも退任又は退職したときに、割当対象者が当社国内子会社の取締役、監
査役の場合は、本譲渡制限期間が満了する前に当社の従業員並びに当社国内子会社の取
締役、監査役及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職したときに、当社執行役員
CHROが正当と認める理由がある場合、若しくは別途当社と割当対象者との間で締結さ
れる割当契約書に定める事由に該当する場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職
の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
　なお、上記の退任又は退職につき当社執行役員CHROが正当と認める理由がある場
合、若しくは別途当社と割当対象者との間で締結される割当契約書に定める事由に該当
する場合には、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数（以下「本株式
数」という。）から、2025年４月から当該退任又は退職した日又は当該事由が発生した
日を含む月までの月数を36で除した数（ただし、計算の結果１を超える場合には１とす
る。）に本株式数を乗じた数（ただし、計算の結果１株未満の端数が生ずる場合には、
これを切り捨てるものとする。）を控除した数の本割当株式につき、当該時点をもっ
て、当社はこれを当然に無償取得いたします。
　また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点（以下「期間満了時点」と
いう。）において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されてい
ないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無
償で取得するものといたします。
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③ 譲渡制限の解除
　当社は、割当対象者が当社の管理職層従業員又は当社国内子会社の管理職層従業員の
場合は、本譲渡制限期間中継続して当社又は当社国内子会社の従業員のいずれかの地位
にあったことを条件として、また、割当対象者が当社国内子会社の取締役、監査役の場
合は、本譲渡制限期間中継続して当社の従業員又は当社国内子会社の取締役、監査役若
しくは従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当
該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたし
ます。ただし、上記の退任又は退職につき当社執行役員CHROが正当と認める理由があ
る場合、若しくは別途当社と割当対象者との間で締結される割当契約書に定める事由に
該当する場合には、上記②記載の無償取得後の数の本割当株式の全部につき、当該退任
又は退職直後の時点若しくは当該事由に該当することとなった時点の直後の時点をもっ
て、譲渡制限を解除いたします。

④ 株式の管理に関する定め
　割当対象者は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

⑤ 組織再編等における取扱い
　当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会
（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合において
は、当社取締役会）で承認された場合には、当社執行役員CHROの決定により、2025
年４月１日から当該承認の日を含む月までの月数を、36で除した数に、当該承認の日
において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果１株未
満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。）の本割当株式につき、当
該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除す
るものといたします。
　この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定め
に基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取
得するものといたします。

⑷　払込金額の算定根拠及びその具体的内容
　本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当
社取締役会決議日の直前営業日（2025年５月12日）の東京証券取引所における当社普通
株式の終値である267.9円の小数点第一位を切り上げた268円を使用しております。これ
は、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しな
いものと考えております。
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9．その他の注記
（企業結合等に関する注記）

　当社の連結子会社であるパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（以下「パーソルビジ
ネスプロセスデザイン」という。）は、株式譲渡契約に基づき、富士通コミュニケーションサ
ービス株式会社の全株式を取得しました。

⑴　企業結合の概要
　①　被取得企業の名称及びその事業の内容

　被取得企業の名称：富士通コミュニケーションサービス株式会社（以下「富士通コミュ
ニケーションサービス」という。）

事業の内容：「ITサポート」を主とするアウトソーシングサービス

　②　企業結合を行った主な理由
　富士通コミュニケーションサービスは、顧客管理システムの保守・運用・開発を中心と
したITアウトソーシングをはじめ、コンタクトセンターやバックオフィス、セールスなど
のアウトソーシング業務に強みを持ち、企業のDXを強力に推進してきた実績がありま
す。
　今後需要が拡大していくIT領域において、コンサルティングから運用、サポートまで一
気通貫でのサービス提供を強化し、BPO事業の拡大とビジネス成長によるサービスの高度
化、企業価値の向上が見込めると判断し、同社の株式を取得しました。

　③　企業結合日
　　　2025年２月３日

　④　企業結合の法的形式
　　　現金を対価とした株式の取得

　⑤　結合後企業の名称
　　　パーソルコミュニケーションサービス株式会社

　⑥　取得した議決権比率
　　　100％

　⑦　取得企業を決定するに至った根拠
　当社の連結子会社であるパーソルビジネスプロセスデザインが現金を対価として株式を
取得したことによるものです。

⑵　取得対価及びその内訳
　現金　20,394百万円
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項目 金額
取得資産及び引受負債の公正価値
　流動資産 8,266
　非流動資産 7,862
　流動負債 5,003
　非流動負債 3,044
取得資産及び引受負債の公正価値（純額） 8,081
のれん 12,313

計 20,394

項目 金額
取得による支出した現金及び現金同等物 20,394
取得時に被取得会社が保有していた現金及び現金同等物 3,564
子会社株式の取得による支出 16,829

⑶　取得関連費用
　企業結合に係る取得関連費用として137百万円が連結損益計算書の「販売費及び一般管理
費」に計上されております。

⑷　取得日現在における取得資産、引受負債、及びのれん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

(注）１．取得した資産及び引き受けた負債については、取得日公正価値の測定が完了し
ていないため現時点では入手可能な情報に基づいて暫定的に算定しておりま
す。

２．のれんは、今後の事業展開や当社と同社のシナジーにより期待される将来の超
過収益力を反映したものです。

⑸　取得に伴うキャッシュ・フロー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

⑹　業績に与える影響
　当該企業結合に係る取得日から当連結会計年度末までの同社の売上高及び当期利益はそれ
ぞれ4,053百万円及び252百万円です。また、企業結合が当連結会計年度の期首に行われた
と仮定した場合の損益情報は、連結計算書類に与える影響額に重要性がないため記載を省略
しております。

－ 47 －



2025/05/19 11:48:40 / 24180398_パーソルホールディングス株式会社_招集通知

貸借対照表

貸借対照表 （単位：百万円）

科目 第17期
2025年3月31日現在 科目 第17期

2025年3月31日現在

資産の部

流動資産

現金及び預金

売掛金

前払費用

未収入金

ＣＭＳ預け金

その他

固定資産

有形固定資産

建物

構築物

工具、器具及び備品

建設仮勘定

無形固定資産

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定

投資その他の資産

投資有価証券

関係会社株式

長期前払費用

繰延税金資産

その他　

86,145

51,205

1,122

2,899

3,660

23,529

3,727

226,900

4,475

2,911

0

1,455

107

4,952

3,314

1,638

217,472

925

204,997

1,225

909

9,414 　

負債の部
流動負債 156,822
1年内返済予定の長期借入金 10,000
未払金 5,805
未払費用 300
未払法人税等 40
未払消費税等 61
預り金 66
ＣＭＳ預り金 140,089
賞与引当金 432
その他 25

固定負債 25,645
社債 10,000
長期借入金 10,000
株式給付引当金 129
役員株式給付引当金 865
資産除去債務 4,192
その他 457

負債合計 182,467
純資産の部
株主資本 130,569
資本金 17,479
資本剰余金 34,364
資本準備金 15,979
その他資本剰余金 18,384
利益剰余金 92,972
その他利益剰余金 92,972
繰越利益剰余金 92,972

自己株式 △14,246
評価・換算差額等 8
その他有価証券評価差額金 8
純資産合計 130,578

資産合計 313,045 負債純資産合計 313,045

計算書類

(注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書 （単位：百万円）

科目
第17期

2024年4月 1 日から
2025年3月31日まで

売上高 58,718
売上総利益 58,718

販売費及び一般管理費 19,246
営業利益 39,471

営業外収益 537
受取利息 343
受取配当金 3
助成金収入 46
受取保証料 95
その他 48

営業外費用 1,149
支払利息 998
支払手数料 6
社債発行費 56
為替差損 26
その他 60
経常利益 38,859

特別利益 4,888
貸倒引当金戻入益 4,888

特別損失 4,160
関係会社株式評価損 481
関係会社債権放棄損 3,679

税引前当期純利益 39,587
法人税、住民税及び事業税 △1,598
法人税等調整額 557
当期純利益 40,628

(注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書 （単位：百万円）

第17期
2024年4月 1 日から
2025年3月31日まで

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

2024年4月1日残高  17,479  15,979  31,222 47,202 72,368 72,368
事業年度中の変動額 － － － － － －

剰余金の配当 － － － － △20,024 △20,024
当期純利益 － － － － 40,628 40,628
自己株式の取得 － － － － － －
自己株式の処分 － － △34 △34 － －
自己株式の消却 － － △12,803 △12,803 － －
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） － － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － △12,838 △12,838 20,603 20,603
2025年3月31日残高 17,479 15,979 18,384 34,364 92,972 92,972

第17期
2024年4月 1 日から
2025年3月31日まで

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

2024年4月1日残高 △10,383 126,666 58 58 126,725
事業年度中の変動額 － － － － －

剰余金の配当 － △20,024 － － △20,024
当期純利益 － 40,628 － － 40,628
自己株式の取得 △20,000 △20,000 － － △20,000
自己株式の処分 3,333 3,298 － － 3,298
自己株式の消却 12,803 － － － －
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） － － △50 △50 △50

事業年度中の変動額合計 △3,863 3,902 △50 △50 3,852
2025年3月31日残高 △14,246 130,569 8 8 130,578
(注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 50 －



2025/05/19 11:48:40 / 24180398_パーソルホールディングス株式会社_招集通知

個別注記表

　市場価格のない株式等………
　以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定）を採用しております。

　市場価格のない株式等………主として移動平均法による原価法を採用しております。

個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項

⑴　資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法

①　子会社及び関連会社株式……移動平均法による原価法を採用しております。
②　その他有価証券

デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ…………………時価法を採用しております。

⑵　固定資産の減価償却の方法
有形固定資産……………………定額法を採用しております。
無形固定資産……………………定額法を採用しております。

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金……………………個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており

ます。
②　賞与引当金……………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込

額の当事業年度負担額を計上しております。
③　株式給付引当金………………株式交付規程に基づく当社従業員への当社株式の交付に備え

るため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づ
き計上しております。

④　役員株式給付引当金…………株式交付規程に基づく当社取締役及び当社執行役員への当社
株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債
務の見込額に基づき計上しております。
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⑷　収益の計上基準
①　顧客との契約から生じる収益

　当社の顧客との契約から生じる収益について、以下のステップを適用することにより認識
しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。

　当社は、主にグループの経営管理等を行っており、顧客である子会社へ契約内容に応じた
役務を提供する義務を負っております。当該履行義務については、役務提供が行われた時点
で充足されるため、同時点で収益を認識しております。

なお、取引の対価は履行義務の充足時点から概ね１か月で支払いを受けております。
②　配当金

　子会社からの受取配当金について、配当金の効力発生日をもって認識し、売上高に計上し
ております。

２．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の適用）
　2022年に改正された「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27
号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）を当事業年度の期首から適用
しております。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改
正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方
針の変更による当事業年度の計算書類への影響はありません。
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計

子会社株式（PERSOL Asia Pacific Pte. Ltd.） 105,368

3．会計上の見積りに関する注記
PERSOL Asia Pacific Pte. Ltd.に係る子会社株式の評価
⑴　計算書類に計上した金額

（単位：百万円）

⑵　見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
　当社が保有するPERSOL Asia Pacific Pte. Ltd. は中間持株会社であり、同社株式の評価
に当たっては傘下子会社の超過収益力を反映して実質価額を算定し、減損処理の要否を検
討しております。当株式の実質価額においては、Programmed社の占める割合が大きいこ
とから、Programmed社の超過収益力が大幅に減少した場合、減損処理が必要となる可能
性があります。
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4．追加情報に関する注記
⑴　当社取締役及び当社執行役員に対する株式報酬制度（BIP信託①）

　当社は、2017年６月の定時株主総会決議に基づき、2017年８月より、当社グループの中長
期的な会社業績及び企業価値の向上に対するインセンティブ付与を目的として、当社取締役
（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び当社執行役員（以下「業務執行取締
役等」という。）を対象に、信託を活用した業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」とい
う。）を導入いたしました。
　また、2020年11月10日の取締役会におきまして、監査等委員である取締役及び社外取締役
（以下「非業務執行取締役」という。）を対象とした株式報酬制度を導入いたしました。
　これは、非業務執行取締役においても中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるととも
に、株主との利益意識の共有を図る必要があり、非業務執行取締役にも本制度を適用すること
が相当と判断したためです。

①　制度の概要
　本制度は、役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託（以下「BIP信託」という。）と
称される仕組みを採用しております。BIP信託とは、欧米の業績連動型株式報酬
（Performance Share）制度及び譲渡制限付株式報酬（Restricted Stock）制度と同様
に、役位や経営計画等の目標達成度等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額
の金銭（以下「当社株式等」という。）を業務執行取締役等並びに非業務執行取締役に、原
則として退任後に交付又は給付する制度であります。ただし、非業務執行取締役につきまし
ては、客観的な立場から業務執行の妥当性を判断する経営監視機能を担っていることに鑑
み、交付する株式数は業績とは連動させず、固定的に付与するものといたします。なお、後
述のグループ子会社の取締役に対してもBIP信託の仕組みを採用した株式交付制度の導入を
決議しておりますが、当社業務執行取締役等を対象とする制度はBIP信託①、グループ子会
社の取締役を対象とする制度はBIP信託②として、それぞれ分けて管理しております。

②　信託が保有する自己株式
　信託が保有する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、
純資産の部に自己株式として計上しております。BIP信託①が保有する当事業年度末における
当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、1,884百万円、7,948千株であります。
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⑵　当社グループ子会社の取締役、並びに当社及び当社グループ子会社の幹部社員に対する株式
交付制度(BIP信託②及びESOP信託)
　当社は、2017年８月より、当社グループの中長期的な会社業績及び企業価値の向上に対す
るインセンティブ付与を目的として、当社グループ子会社の取締役、並びに当社及び当社グル
ープ子会社の幹部社員（以下「グループ経営幹部等」という。）を対象に、信託を活用して当
社株式を交付する制度（以下「本制度」という。）を導入いたしました。また、2020年11月
10日の取締役会におきまして、中長期での企業価値のさらなる向上を目的として対象者の拡大
を決議し、一部のグループ会社の取締役に対しては、業績連動型株式報酬制度を導入いたしま
した。

①　制度の概要
　グループ経営幹部等のうち、当社グループ子会社の取締役を対象とした本制度は、⑴と同
様にBIP信託と称される仕組みを採用しております。また、当社及び当社グループ子会社の
幹部社員を対象とした制度は、株式付与ESOP（Employee Stock Ownership Plan）信託
（以下「ESOP信託」という。）と称される仕組みを採用しております。両制度とも、当社
株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という。）をグループ経
営幹部等に対して、原則として退任・退職後に交付及び給付します。

②　信託が保有する自己株式
　信託が保有する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、
純資産の部に自己株式として計上しております。当事業年度末における当該自己株式の帳簿
価額及び株式数は、BIP信託②が861百万円、3,639千株、ESOP信託が2,788百万円、
11,526千株であります。
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（１）　処分期日 2024年９月25日
（２）　処分する株式の種類

及び数 当社普通株式　12,610,591株

（３）　処分価額 １株につき237円
（４）　処分総額 2,988,710,067円

（５）　処分先
当社の管理職層従業員　　　　239 名 1,008,341 株
当社国内子会社の取締役、監査役及び管理職層従業員
　　　　　　　　　　　　 2,750 名 11,602,250 株

⑶　譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
　当社は、2024年５月13日及び2024年５月17日開催の当社取締役会において譲渡制限付株
式報酬としての自己株式の処分を決議し、2024年９月25日に払込手続が完了いたしました。
①　処分の概要

（注）2024年５月17日開催の当社取締役会において決議しました処分する当社普通株式の
数は13,104,214株でしたが、処分予定先であった当社の管理職層従業員並びに当社
国内子会社の取締役、監査役及び管理職層従業員のうち117名については、失権した
ものとして自己株式の処分は行っておりません。

②　処分の目的及び理由
　当社は、当社の管理職層従業員並びに当社国内子会社の取締役、監査役及び管理職層従業
員に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の株主の皆様と
のより一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度
に基づき、2024年５月13日及び2024年５月17日開催の当社取締役会において本自己株式
の処分を決議いたしました。
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⑴　有形固定資産の減価償却累計額 7,749百万円

①　短期金銭債権 31,997百万円
②　短期金銭債務 143,422百万円

Programmed Maintenance Services Limited 9,693百万円
P-Serv Pte. Ltd. 345百万円
PERSOLKELLY Singapore Pte. Ltd. 28百万円
PERSOLKELLY Hong Kong Limited 7百万円

営業取引
　　営業収益 58,715百万円
　　営業費用 6,190百万円
営業取引以外の取引高 1,268百万円

5．貸借対照表に関する注記

⑵　関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

⑶　債務保証
　次の関係会社について、金融機関からの借入等に関し債務保証を行っております。

6．損益計算書に関する注記
⑴　関係会社との取引高

⑵　貸倒引当金戻入益
　貸倒引当金戻入益は、当社の関係会社への長期貸付金に対する貸倒引当金を戻し入れたもの
であります。

⑶　関係会社株式評価損
　関係会社株式評価損は、当社の関係会社の株式について評価損を計上したことによるもの
であります。

⑷　関係会社債権放棄損
　関係会社債権放棄損は、当社の関係会社に対する債権放棄によるものであります。
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当事業年度期首株式数
（千株）

当事業年度増加株式数
（千株）

当事業年度減少株式数
（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

自己株式

　普通株式 46,220 81,310 67,649 59,882

　　　合計 46,220 81,310 67,649 59,882

7．株主資本等変動計算書に関する注記
　自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１. 普通株式の自己株式数の増加81,310千株は、取締役会決議による自己株式の取得に
よる増加80,341千株及び譲渡制限付株式保有者の退職及び制度移行に伴う無償取得
による増加969千株であります。

　　　２. 普通株式の自己株式数の減少67,649千株は、自己株式の消却による減少53,560千
株、譲渡制限付株式の付与による減少12,610千株及び役員報酬BIP信託及び株式付
与ESOP信託による当社株式の処分又は交付による減少1,477千株であります。

　　　３. 当事業年度末の自己株式数には、役員報酬BIP信託が保有する当社の株式11,587千
株及び株式付与ESOP信託が保有する当社の株式11,526千株が含まれております。
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繰延税金資産 （百万円）
未払事業税否認額 9
賞与引当金 132
株式給付引当金 313
未払費用否認額 133
関係会社株式評価損 3,087
資産除去債務 1,321
減損損失 0
減価償却超過額 509
税務上の繰越欠損金 1,441
関係会社株式 3,576
その他有価証券評価差額金 33
その他 309

繰延税金資産　　小計 10,867
評価性引当額 △8,627
繰延税金資産　　合計 2,240

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △40
前払費用 △4
資産除去債務に対応する除去費用 △446
関係会社株式 △838

繰延税金負債　　合計 △1,331
繰延税金資産の純額 909

8．税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

⑵　法人税及び地方法人税の会計処理及びこれらに関する税効果会計の会計処理
　当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従っ
て、法人税及び地方法人税の会計処理及びこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を
行っております。
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（単位：百万円）

種 類 会 社 等 の 名 称 議決権等の所有
( 被 所 有 ) 割 合

関連当事者と
の 関 係 取 引 の 内 容 取引金額 科 目 期 末

残 高

子会社 パーソルテンプスタッフ㈱ 所 有
直 接 1 0 0 ％

資金の借入
管理業務の受託

資金の返済
（注）１ 36,707 CMS預り金 11,950

利息の支払
（注）２ 122 ー ー

管理業務の受託
（注）３ 3,582 売 掛 金 311

子会社 パーソルキャリア㈱ 所 有
直 接 1 0 0 ％

役員の兼任
資金の借入

管理業務の受託

資金の借入
（注）１ 10,588 CMS預り金 30,392

利息の支払
（注）２ 158 ー ー

管理業務の受託
（注）３ 5,000 売 掛 金 445

子会社 パ ー ソ ル ク ロ ス
テ ク ノ ロ ジ ー ㈱

所 有
直 接 1 0 0 ％ 資金の借入

資金の借入
（注）１ 1,272 CMS預り金 21,780

利息の支払
（注）２ 106 ー ー

子会社
パ ー ソ ル ビ ジ ネ ス
プロセスデザイン㈱

（注）４
所 有
直 接 1 0 0 ％ 資金の借入

資金の返済
（注）１ 8,167 CMS預り金 5,425

利息の支払
（注）２ 82 ー ー

子会社 パーソルエクセルＨＲ
パ ー ト ナ ー ズ ㈱

所 有
間 接 6 6 . 6 ％ 資金の借入

資金の借入
（注）１ 2,509 CMS預り金 22,763

利息の支払
（注）２ 118 ー ー

子会社
パーソルファクトリー
パ ー ト ナ ー ズ ㈱

所 有
間 接 1 0 0 ％ 資金の借入

資金の借入
（注）１ 1,247 CMS預り金 14,732

利息の支払
（注）２ 80 ー ー

9．関連当事者との取引に関する注記
　子会社及び関連会社等
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個別注記表

種 類 会 社 等 の 名 称 議決権等の所有
( 被 所 有 ) 割 合

関連当事者と
の 関 係 取 引 の 内 容 取引金額 科 目 期 末

残 高

子会社 パ ー ソ ル マ ー ケ
テ ィ ン グ ㈱

所 有
間 接 1 0 0 ％ 資金の借入

資金の借入
（注）１ 352 CMS預り金 4,363

利息の支払
（注）２ 21 ー ー

子会社 パ ー ソ ル A V C
テ ク ノ ロ ジ ー ㈱

所 有
間 接 6 6 . 6 ％ 資金の借入

資金の借入
（注）１ 1,816 CMS預り金 7,725

利息の支払
（注）２ 44 ー ー

子会社 パ ー ソ ル イ ノ
ベ ー シ ョ ン ㈱

所 有
間 接 1 0 0 ％ 資金の貸付

資金の貸付
（注）１ 717 CMS預け金 6,640

利息の受取
（注）２ 95 ー ー

子会社 シ ェ ア フ ル ㈱
所 有
間 接 1 0 0 ％ 資金の貸付

資金の貸付
（注）１ 5,080 CMS預け金 9,866

利息の受取
（注）２ 113 ー ー

子会社 ㈱アヴァンティスタッフ 所 有
間 接 9 2 . 5 ％ 資金の借入

資金の借入
（注）１ 107 CMS預り金 3,283

利息の支払
（注）２ 15 ー ー

子会社 パーソルベンチャーパ
ートナーズ合同会社

所 有
直 接 1 0 0 ％ 資金の借入

資金の借入
（注）１ 1,890 CMS預り金 3,915

利息の支払
（注）２ 22 ー ー

子会社 パーソルデジタルベ
ン チ ャ ー ズ ㈱

所 有
直 接 1 0 0 ％

資金の借入
子会社株式の取得

資金の借入
（注）１ 8,612 CMS預り金 8,612

利息の支払
（注）２ 38 ー ー

子会社株式の取得
（注）５ 7,500 ー ー

子会社
P r o g r a m m e d 
M a i n t e n a n c e 
Services Limited

所 有
間 接 1 0 0 ％ 債務保証

債 務 保 証
（注）６ 9,693 ー ー

保証料の受取
（注）７,８ 80 未 収 入 金 5
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個別注記表

⑴　１株当たり純資産 58円86銭
⑵　１株当たり当期純利益 18円14銭

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１. 資金の貸付及び回収、借入及び返済の取引金額は当事業年度の純増減額を記載して

おります。
２. 約定金利は市場金利を勘案して決定しております。
３. 管理業務料の金額は、毎期交渉等の上、決定しております。
４. パーソルプロセス&テクノロジー株式会社は、2024年7月1日にパーソルBPO株式

会社を吸収合併し、2024年9月1日よりパーソルビジネスプロセスデザイン株式会
社に社名を変更いたしました。また、2024年10月1日にパーソルテンプスタッフ
株式会社のBPO事業を吸収分割し、パーソルワークスデザイン株式会社を吸収合併
いたしました。

５. 子会社株式の取得価額については、企業価値を勘案し、双方協議の上合理的に決定
しております。

６. 債務保証については、関係会社の金融機関からの借入等に関し保証を行っているも
のであり、担保提供は受けておりません。

７. 保証料の受取については、市場金利をもとに協議の上決定しております。
８. 上記金額のうち、取引金額には為替差損益は含まれておらず、期末残高には換算差

損益が含まれております。

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記
（譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分）
　詳細については、連結計算書類の【連結注記表】8．重要な後発事象に関する注記をご参照く
ださい。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年5月16日

パーソルホールディングス株式会社
取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
公認会計士 茂 木  浩 之業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
公認会計士 田 嶌  照 夫業 務 執 行 社 員

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、パーソルホールディングス株式会社の2024年4月1

日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算
書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国

際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、パーソルホールディングス株式会
社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査
人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計

基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である

かどうかを評価し、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示
項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類
に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定
国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関
連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査
に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じて
いる場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容につい
て報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年5月16日

パーソルホールディングス株式会社
取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
公認会計士 茂 木  浩 之業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
公認会計士 田 嶌  照 夫業 務 執 行 社 員

　
監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、パーソルホールディングス株式会社の2024

年4月1日から2025年3月31日までの第17期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う
ことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対
する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告

当監査等委員会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第17期事業年度における取締役の職務の執行を監

査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当

該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役、執行役員、使用人等からその構築及

び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監

査を実施いたしました。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査計画において、監査の方針、重点監査項目、職

務の分担を定め、グループガバナンスの実効性、サイバーセキュリティ体制の整備状況及び人的資本経営の進

捗状況を重点監査項目として設定し、オンライン形式での情報交換等も活用しながら、会社の内部監査部門そ

の他の内部統制部門と連携のうえ、重要な会議に出席し、代表取締役と定期的に意見交換を行った他、取締

役、執行役員、使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決

裁書類等を閲覧し、会社の業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締

役、監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人有限責任監査法人トーマツが独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

検証するとともに、同会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。また、同会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第

131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の

通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、有限責任監査法人

トーマツと協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類(会社計算規則第120条第1項後段

の規定により国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された連結財政状態計算書、連結損益計算

書、連結持分変動計算書及び連結注記表) について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム

に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年5月16日
パーソルホールディングス株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 林     大 介
監査等委員 友 田 和 彦
監査等委員 榎 本 知 佐

　
（注）監査等委員友田和彦及び榎本知佐は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役でありま

す。
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